平成24年5月

愛読者各位

株式会社日本法令　出版部

『10訂版　年金アドバイザーが答える 年金相談280』

お詫びと訂正

本書中、下記の誤りがありました。謹んでお詫び申し上げます。

下記の箇所をご修正の上、ご使用くださいますようお願い申し上げます。

記

●P127　表中の一部繰上げ
【誤】累計額分岐年齢　：　64歳代

87歳時点での累計額の差額　：　約347万円

　　　　　　　　　　　　　　　　↓

【正】累計額分岐年齢　：　76歳代

87歳時点での累計額の差額　：　約79万円

●P210　下から4行目

【誤】率1.031が織込み済みですので、0.985のみを乗じます。
　　　　　　　　　　　　　　　　↓

【正】率1.031が織込み済みですので、0.981のみを乗じます。
●P273　Aの源泉徴収金額

【誤】源泉徴収金額=｛年金月額－（基礎的控除額等＋人的控除額）｝×10％
　　　　　：

　　　源泉徴収金額：（14万円－13.25万円）×10％＝750円
　　　年金の支給は2ヵ月分ですから、上記の計算の2倍の額（750円×2＝1,500円）となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　↓

【正】源泉徴収金額=｛年金月額－（基礎的控除額等＋人的控除額）｝× 5％

　　　　　：

　　　源泉徴収金額：（14万円－13.25万円）× 5％＝375円

　　　年金の支給は2ヵ月分ですから、上記の計算の2倍の額（375円×2＝750円）となります。
●P275　上から2行目

【誤】源泉徴収金額=｛年金月額－（基礎的控除額等＋人的控除額）｝×10％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

【正】源泉徴収金額=｛年金月額－（基礎的控除額等＋人的控除額）｝× 5％

●P275　＜人的控除額＞表中

【誤】特定扶養親族　：　控除額　40,000円

老人扶養親族　：　控除額　52,500円

　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

【正】特定扶養親族　：　控除額　52,500円

老人扶養親族　：　控除額　40,000円

●P275　＜人的控除額＞表下

【誤】特定扶養親族：16歳以上23歳未満
　　　　　　　　　↓

【正】特定扶養親族：19歳以上23歳未満
●P301　表中の既裁定者

【誤】対象期間　：　67歳に達する年度以降の間

　　　　　　　　　↓

【正】対象期間　：　68歳に達する年度以降の間

●巻末　老齢厚生年金・老齢基礎年金早見表

　昭和25年4月2日～昭和26年4月1日

【誤】K 配偶者加給年金額（年額）　：　396,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

【正】K 配偶者加給年金額（年額）　：　394,500円

以上
